
福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

田

和

正

孝

は
じ
め
に
│
小
論
の
目
的

沿
岸
に
石
を
積
み
上
げ
、
潮
位
差
を
巧
み
に
利
用
し
て
魚
を
獲
る
石
干
見
（
イ
シ
ヒ
ビ
あ
る
い
は
イ
シ
ヒ
ミ
）
は
、
漁
具
・
漁
法
と
し

て
の
価
値
を
失
っ
て
す
で
に
久
し
く
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
お
か
」
と
「
う
み
」
の
バ

ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
と
も
い
え
る
潮
間
帯
に
敷
設
さ
れ
た
こ
の
漁
具
・
漁
法
は
、
人
と
海
と
の
関
わ
り
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
も
い
え

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
か
つ
て
各
地
の
沿
岸
域
に
存
在
し
た
石
干
見
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た
の
か
、
地
域
の
漁
業
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を

占
め
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
必
要
性
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
筆
者
は
、
石
干
見
研
究
の
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
石
干
見
の
地
域
文
化
誌
の
構
築
」
を
掲
げ
、
過
去
の
記
録
の
検
証
と

そ
れ
を
蓄
積
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
調
査
で
は
、
石
干
見
を
か
つ
て
利
用
し
た
こ
と
の
あ
る
人
び
と
、
石

干
見
の
存
在
を
知
る
人
び
と
へ
の
聞
き
取
り
の
ほ
か
、
各
地
の
自
治
体
史
（
誌
）
に
あ
る
水
産
業
史
的
記
述
や
漁
業
民
俗
誌
的
記
述
を
収

集
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
新
た
な
史
・
資
料
を
見
出
す
こ
と
に
も
注
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
田
和
二
〇
一

九
）。こ

こ
で
い
う
新
た
な
史
・
資
料
の
発
見
と
し
て
、
写
真
資
料
や
絵
図
、
絵
画
資
料
の
活
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
る
橋
村
（
二

一



〇
一
九
）
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。
橋
村
は
、
歴
史
地
理
学
的
な
視
点
か

ら
、
沿
岸
各
地
の
古
写
真
の
点
検
や
、
近
世
期
の
絵
図
、
名
所
図
会
、
絵
馬

な
ど
の
読
み
直
し
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
漁
具
を
発
見
で
き
る

チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
橋
村
の
考
え
方
を

拡
大
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
石
干
見
が
消
滅
す
る
以
前
の
空
中
写
真
の
判

読
も
、
こ
の
な
か
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
沿
岸
域
を
撮
影
し
た
写
真
の

な
か
か
ら
、
石
干
見
の
存
在
を
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
⑴
。

と
こ
ろ
で
福
岡
県
は
明
治
期
か
ら
多
く
の
石
干
見
が
存
在
し
た
。
日
本
定

置
漁
業
研
究
会
編
（
一
九
三
九
）
は
、
各
都
道
府
県
の
定
置
漁
具
の
数
を
、

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
末
か
ら
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
末
に
い
た

る
三
〇
年
間
を
六
〜
八
年
ご
と
の
五
期
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
な
か

に
は

簗
類
漁
業
に
含
ま
れ
る
石
干
見
の
統
数
（
表
１
）
も
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
福
岡
県
の
石
干
見
の
数
は
、
一
九
〇
七
年
に
は
一
〇
〇

基
と
長
崎
県
の
一
〇
三
基
に
次
ぐ
全
国
第
二
位
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
数
は

減
少
し
た
が
、
そ
れ
で
も
一
九
三
六
年
に
は
四
九
基
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

石
干
見
が
構
築
さ
れ
る
条
件
の
ひ
と
つ
に
、
顕
著
な
潮
汐
作
用
が
み
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
福
岡
県
の
石
干
見
の
分
布
域
は
、

玄
界
灘
側
を
除
く
周
防
灘
沿
岸
部
か
有
明
海
沿
岸
部
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

表 1 簗類漁業石干見の県別統数（1907～1936年）

1907年
（明治 40年）

1916年
（大正 5年）

1924年
（大正 13年）

1930年
（昭和 5年）

1936年
（昭和 11年）

和歌山県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
沖縄県

―
34
100
―
103
2
65
―

―
―
62
1

117
3
71
―

―
23
73
5

185
6
66
―

2
22
76
4

145
2
70
―

―
21
49
4

115
1
69
14

総数 304 254 358 321 273

注）1907年、1916年の数値は年末現在、1924年の数値は調査月日不明、1930年の
数値は 3月 31日現在、1936年の数値は 12月 31日現在のものである。
日本定置漁業研究会編（1939）より作成。
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し
か
し
、
有
明
海
側
に
は
石
干
見
の
記
録
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
せ
て
い
な
い
。
他
方
、
周
防
灘
沿
岸
部
に
は
明
治
期
・
大
正
期
の
石
干

見
の
資
料
が
残
り
、
ま
た
、「
イ
シ
ヒ
ビ
」
と
い
う
呼
称
や
「
石
干
見
」
と
い
う
漢
字
に
よ
る
表
記
も
当
時
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
自
治
体
史

（
誌
）
や
地
域
に
残
さ
れ
た
記
録
を
整
理
し
、
絵
図
・
写
真
等
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
石
干
見
の
地
域
文
化
誌
を
時
間
的
・
空

間
的
な
視
点
か
ら
組
み
立
て
る
こ
と
を
試
み
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
石
干
見
の
名
称
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
振
り
返
る
。

第
二
章
で
は
周
防
灘
沿
岸
部
の
石
干
見
の
概
要
を
示
す
。
第
三
章
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
石
干
見
の
史
・
資
料
、
第

四
章
は
大
正
期
お
よ
び
昭
和
前
期
の
石
干
見
の
資
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
五
章
で
は
本
地
域
に
お
け
る
石
干
見
の
消
滅
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

な
お
、
福
岡
・
大
分
両
県
沖
合
の
周
防
灘
南
部
は
、
こ
の
地
方
の
旧
国
名
に
因
ん
で
豊
前
海
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
成
果
に
お
い
て
も
周
防
灘
と
豊
前
海
の
二
つ
の
海
域
名
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
両
者
が
示
す
地
域
に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
み
ら
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
小
論
で
も
こ
れ
ら
を
厳
密
に
使
い
分
け
る
こ
と
な
く
論
を
進
め
る
。

第
一
章

石
干
見
の
名
称

本
章
で
は
、
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
を
考
察
す
る
前
段
と
し
て
、
石
干
見
の
名
称
に
関
わ
る
論
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
を
振
り
返
っ
て
お
く
。

石
干
見
は
、

簗
漁
業
に
含
ま
れ
る
定
置
性
の
漁
業
種
類
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
水
産
行
政
の
用
語
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
。
石
積
み

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
漁
具
の
一
般
名
称
で
あ
る
こ
と
も
、
学
界
で
は
定
説
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
石
干
見
を
表
現
す

る
様
々
な
地
域
固
有
の
名
称
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
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西
村
（
一
九
六
九
）
は
、「
名
称
は
大
体
、
沖
縄
、
奄
美
のkaki

（
垣
）
系
統
と
、
九
州
一
円
で
用
い
ら
れ
て
い
るsu

kki

（
掬
い
）

系
統
に
大
別
で
き
る
よ
う
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
川
（
一
九
八
四
）
は
「
九
州
の
有
明
海
の
諫
早
湾
（
泉
水
海
）・
島
原
半
島
・
宇
土

半
島
付
近
に
見
ら
れ
る
も
の
は
ス
ッ
キ
イ
と
い
わ
れ
、
周
防
灘
の
福
岡
県
・
山
口
県
沿
岸
に
み
ら
れ
る
も
の
は
イ
シ
ヒ
ビ
と
い
わ
れ
る
」

と
記
し
て
い
る
。
小
川
は
、
加
え
て
、
豊
前
海
の
石
干
見
を
調
査
し
た
一
九
六
二
年
の
記
録
と
し
て
、「
ヒ
ビ
を
干
見
と
漢
字
で
あ
て
て
、

石
干
見
と
い
う
用
語
が
豊
前
海
地
方
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
西
村
や
小
川
は
、
こ
れ
以
上
、
石
干

見
の
名
称
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。

筆
者
自
身
も
石
干
見
の
地
方
名
に
関
心
を
い
だ
き
、
文
献
調
査
お
よ
び
九
州
各
地
で
の
き
き
と
り
調
査
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

周
防
灘
沿
岸
部
に
み
ら
れ
る
も
の
が
イ
シ
ヒ
ビ
や
イ
シ
ヒ
ミ
、
あ
る
い
は
ヒ
ビ
や
ヒ
ミ
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
い
た
っ
た
。
さ

ら
に
個
々
の
石
干
見
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
、
個
人
の
名
前
、
そ
の
大
き
さ
や
形
状
を
表
現
す
る
名
称
、
地
域
を
表
す

特
徴
的
な
名
称
な
ど
を
ヒ
ビ
と
い
う
語
の
前
に
つ
け
て
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
大
分
県

宇
佐
市
の
長
洲
海
岸
に
は
昭
和
一
〇
年
代
に
七
基
の
石
干
見
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
は
総
称
し
て
ヒ
ビ
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち

の
六
基
に
は
兵
作
ヒ
ビ
、
国
ヒ
ビ
、
宮
ヒ
ビ
、
長
ヒ
ビ
、
角
兵
ヒ
ビ
、
女
ヒ
ビ
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
（
田
和
二
〇
一
九
）。

残
る
一
基
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

「
イ
シ
ヒ
ビ
」
と
い
う
呼
称
、「
石
干
見
」
と
い
う
表
記
は
、
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
こ
う
し
た
漁
具
の
名
称
と
考
え
て
誤
り
は
あ
る

ま
い
。
た
だ
し
、
こ
の
用
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
政
用
語
、
学
術
用
語
と
し
て
定
着
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
は
依
然
と
し

て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

イ
シ
ヒ
ビ
あ
る
い
は
イ
シ
ヒ
ミ
の
語
源
は
、
石
で
造
ら
れ
た

す
な
わ
ち
石

と
考
え
て
誤
り
は
な
い
。

は
、
浅
海
に
竹
材
や
竹
な

ど
で
編
ん
だ
簀
を
建
て
て
つ
く
っ
た
陥
穽
漁
具
の
こ
と
で
あ
る
。
ノ
リ
や
カ
キ
を
養
殖
す
る
た
め
に
沿
岸
部
に
竹
材
を
杭
の
よ
う
に
打
ち

込
ん
だ
漁
具
も
「
ひ
び
（

）」
と
呼
ば
れ
る
。
室
町
時
代
に
成
立
し
た
抄
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
玉
塵
抄
（
一
五
六
三
年
）
に
は
「
江
ヤ
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国東半島国東半島

浦
ニ
シ
バ
ヤ
サ
ヽ
ノ
葉
ヲ
シ
カ
ト
立
テ
ヽ
ヨ
コ
ニ
水
ヲ
セ
イ
テ
魚
ヲ
ト
ル
ヲ
ソ
レ
ヲ

ヒ
ヾ
ト
云
ソ
」
と
あ
る
（
中
田
編
一
九
七
〇
）。
入
り
江
や
浦
の
よ
う
な
内
湾
部

に
、
柴
や
笹
の
葉
を
編
ん
だ
り
結
わ
え
た
り
し
て
こ
し
ら
え
た
簀
状
の
道
具
を
隙
間

な
く
建
て
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
海
水
の
流
れ
を
遮
っ
て
魚
を
漁
獲
す
る
漁
具
・
漁
法

を
ヒ
ビ
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

ヒ
ビ
は
、
古
く
は
「
ヒ
ミ
」
と
も
発
音
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
音
声
学
的
な
子
音

の
交
替
と
い
う
現
象
で
説
明
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
ｍ
音
と
ｂ
音
と
が
変
化
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
母
音
ｉ
が
つ
い
た
結
果
、
イ
シ
ヒ
ミ
と
イ
シ
ヒ
ビ
が
併
存
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
⑵
。
音
声
学
的
な
視
点
か
ら
い
え
ば
、
石
干
見
は

イ
シ
ヒ
ビ
あ
る
い
は
イ
シ
ヒ
ミ
の
い
ず
れ
の
読
み
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
章

周
防
灘
沿
岸
部
の
石
干
見

（
１
）
周
防
灘
沿
岸
部
の
概
要

周
防
灘
は
、
瀬
戸
内
海
の
も
っ
と
も
西
部
に
位
置
す
る
海
域
で
あ
る
。
山
口
県
南

部
、
福
岡
県
北
東
部
、
大
分
県
北
部
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
（
図
１
）。
東
は
伊

予
灘
に
接
し
、
北
は
関
門
海
峡
を
経
て
響
灘
へ
と
続
く
。
伊
予
灘
と
の
境
界
は
、
お

お
よ
そ
山
口
県
の
屋
代
島
（
周
防
大
島
）、
室
津
（
熊
毛
）
半
島
、
長
島
、
祝
島
と

大
分
県
の
姫
島
、
国
東
半
島
北
岸
を
結
ぶ
線
で
あ
る
。
福
岡
県
お
よ
び
大
分
県
の
沿

図 1 福岡県東部周防灘沿岸部

福
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岸
海
域
の
一
部
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
豊
前
海
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

な
が
お

き

い

福
岡
県
東
部
地
方
で
は
、
長
峡
川
、
祓
川
、
城
井
川
、
佐
井
川
、
山
国
川
を
は
じ
め
大
小
一
五
以
上
の
河
川
が
周
防
灘
に
注
い
で
い

る
。
下
流
部
に
は
沖
積
平
野
や
三
角
州
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
潮
汐
作
用
が
顕
著
に
み
ら
れ
、
大
潮
時
の
潮
位
は
最
高
四
メ
ー
ト

ル
以
上
⑶
に
達
す
る
こ
と
が
あ
る
。
干
潟
が
平
野
末
端
部
か
ら
沖
合
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
発
達
し
、
海
面
が
水
深
一
五
メ
ー
ト
ル
程
度

の
浅
海
部
ま
で
ゆ
る
や
か
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
地
域
の
海
岸
地
形
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
沿
岸
部
の
自
然
条
件
が
、

石
干
見
の
構
築
を
可
能
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

周
防
灘
沿
岸
部
は
、
明
治
後
期
に
鉄
道
や
国
道
が
敷
設
さ
れ
工
業
化
が
進
展
す
る
ま
で
は
、
農
業
・
漁
業
を
主
た
る
生
業
と
す
る
「
海

付
き
」（
安
室
二
〇
一
一
）
の
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
業
を
に
な
う
人
び
と
が
、
海
岸
に
石
干
見
を
築
い
て
き
た
と
考
え
て
誤

り
は
な
い
。
た
だ
し
、
干
潟
で
は
、
早
い
と
こ
ろ
で
一
七
〇
〇
年
代
後
半
の
天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
八
九
年
）
か
ら
江
戸
時
代
末
期
の

文
久
年
間
（
一
八
六
一
〜
六
四
年
）、
さ
ら
に
は
明
治
期
以
降
に
も
、
新
田
開
発
を
目
的
と
し
た
干
拓
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に

よ
り
海
岸
線
は
改
変
し
、
石
干
見
の
構
築
に
適
し
て
い
た
干
潟
も
か
な
り
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
消
滅
し
た
石
干
見
が
数
多
く
存
在

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
の
石
干
見
の
存
在
を
分
析
す
る
に
際
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
干
拓
事
業
に
よ

る
影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
石
干
見
の
形
態

周
防
灘
沿
岸
部
に
あ
っ
た
石
干
見
の
形
態
を
伝
え
る
資
料
は
少
な
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
福
岡
県
水
産
試
験
場
が
、
大
正
末
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
調
査
し
た
豊
前
海
沿
岸
の
漁
具
・
漁
法
に
関
す
る
報
告
書
に
あ
る
石
干
見
の
記
録
は
貴
重
で
あ
る
。
石
干
見
は
、
雑

み
け
か
ど

漁
具
五
種
⑷
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
二
七
）。
石
干
見
の
調
査
事
例
は
、
築
上
郡
三
毛
門
浦

の
も
の
（
図
２
）
で
あ
る
。
説
明
に
は
「
干
見
」
に
対
し
て
「
ひ
み
」
と
ル
ビ
が
う
た
れ
て
い
る
⑸
。
漁
期
や
漁
法
に
つ
い
て
の
聞
き
取
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り
内
容
と
と
も
に
、
平
面
図
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
部
位
の
高
さ
や
長
さ
の
計
測
値
が
示
さ
れ
て
い
る
。
現
地
調
査
に
よ
っ
て

入
手
し
た
こ
う
し
た
資
料
の
価
値
は
高
い
。
説
明
内
容
の
一
部
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

石
干
見
漁
の
漁
期
は
周
年
に
わ
た
る
も
の
の
、
冬
季
は
休
業
し
た
。
五
月
か
ら
一
一
月
頃
ま
で
は
イ
ワ
シ
、
九
月
か
ら
一
一
月
頃
ま
で

は
ア
ミ
エ
ビ
の
漁
期
で
あ
っ
た
。
満
潮
時
に
来
遊
し
た
魚
類
の
う
ち
、
干
潮
時
に
な
っ
て
も
石
干
見
内
に
居
残
る
も
の
を
、
ま
き
網
、
四

図 2 石干見（築上郡三毛門浦）の図
福岡県水産試験場編（1927）による。
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手
網
、
投
網
、
刺
網
な
ど
を
使
っ
て
漁
獲
し
た
。
ま
ず
、
潮
が
引
き
は
じ
め
る
こ
ろ
に
石
干
見
に
行
っ
て
、
な
か
に
残
っ
て
い
る
魚
類
を

見
定
め
た
。
ボ
ラ
は
ま
き
網
に
よ
っ
て
取
り
囲
み
、
四
手
網
や
投
網
な
ど
で
漁
獲
し
た
。
イ
ワ
シ
、
そ
の
他
の
魚
類
が
入
っ
た
場
合
に

は
、
ま
き
網
を
使
用
し
た
。
ア
ミ
エ
ビ
は
、
も
っ
と
も
沖
側
に
設
け
ら
れ
た
ジ
ヨ
モ
ト
と
呼
ば
れ
る
暗
渠
状
の
排
水
口
の
外
側
に
刺
網
を

建
て
て
、
海
面
へ
と
泳
ぎ
出
て
ゆ
く
も
の
を
こ
れ
に
よ
っ
て
捕
獲
し
た
。
小
イ
ワ
シ
も
同
様
の
漁
法
で
漁
獲
し
た
。

形
態
は
前
掲
図
２
の
平
面
図
か
ら
馬
蹄
形
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
海
岸
の
両
袖
側
に
あ
た
る
石
積
み
の
端
と
端
と
の
間
隔
は
約
一
一

八
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
石
積
み
は
沖
側
の
ジ
ヨ
モ
ト
ま
で
、
両
袖
と
も
約
一
三
七
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
。
石
干
見
内
の
面
積
は
約
一
・
四
ヘ
ク

タ
ー
ル
と
推
定
で
き
る
。
石
積
み
の
高
さ
お
よ
び
幅
に
つ
い
て
は
、
両
袖
に
四
か
所
ず
つ
計
測
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
海

岸
部
で
四
〇
〜
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
も
っ
と
も
沖
側
で
一
一
五
〜
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
基
底
部
分
の
石
積
み
の
幅
は
、
海
岸

部
で
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
、
沖
側
で
一
〇
〇
〜
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
大
潮
時
に
は
、
最
高
潮
位
か
ら
判
断
し

て
、
石
積
み
の
倍
以
上
の
高
さ
ま
で
海
面
下
に
隠
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
海
岸
か
ら
沖
を
見
た
場
合
の
右
袖
に
あ
た
る
石
積
み
の
高
さ
の

方
が
、
や
や
高
め
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
干
潟
自
体
に
高
低
差
が
あ
り
、
左
袖
側
の
方
が
や
や
高
い
海
岸
地
形
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

外
側
か
ら
見
た
ジ
ヨ
モ
ト
の
図
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
開
口
部
分
の
幅
は
八
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
七
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ

っ
た
。
そ
こ
に
目
合
の
細
か
い
竹
製
の
格
子
を
固
定
し
、
魚
が
石
干
見
内
か
ら
逃
げ
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
ア
ミ
エ
ビ
や
小
イ

ワ
シ
を
捕
獲
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
格
子
を
い
っ
た
ん
外
し
て
お
い
て
刺
網
を
敷
設
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
三
章

江
戸
時
代
末
期
お
よ
び
明
治
期
の
石
干
見
に
関
す
る
史
・
資
料

（
１
）
石
干
見
の
存
在
時
期

石
干
見
が
い
つ
頃
か
ら
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
で
き
る
古
い
史
・
資
料
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
石
干
見
と

い
う
表
記
は
い
つ
頃
ま
で
遡
っ
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

石
干
見
の
存
在
を
伝
え
る
伝
説
の
類
と
し
て
は
、
平
安
時
代
前
期
の
学
者
菅
原
道
真
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
る
。
築
上
郡
史
編
纂
委
員

会
編
（
一
九
五
六
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

菅
地
の
梅
に
云
う
「
既
に
豊
前
国
築
城
郡
椎
田
浦
に
着
き
給
ふ
。
此
日
北
風
の
烈
し
か
り
し
に
や
、
此
浦
に
ひ
ゞ
と
て
海
に
箕
の

手
の
石
を
組
立
て
門
一
つ
を
明
け
置
汐
の
干
を
待
て
漁
す
る
業
な
す
者
あ
り
。

其
日
業
に
出
で
居
れ
る
が
菅
公
の
甚
く
御
舟
に
悩
み
給
う
を
見
奉
り
海
辺
に
座
せ
ん
と
て
御
座
所
を
尋
求
め
け
る
が
、
や
が
て
舟

の
綱
を
打
敷
て
座
せ
奉
り
ぬ
。（
中
略
）
偖
そ
の
ひ
ゞ
主
は
尾
原
村
の
者
に
て
、
一
人
は
八
田
村
の
者
な
る
が
、
尚
ほ
菅
公
を
労
り

奉
り
て
背
に
負
ひ
て
家
に
入
奉
れ
り
、（
以
下
、
略
）」。

史
実
と
は
異
な
り
考
証
し
が
た
い
以
上
の
よ
う
な
伝
説
を
除
外
し
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
福
岡
県
に
お
け
る
も
っ
と
も
古
い
石
干
見

の
記
録
を
、
後
述
す
る
明
治
期
の
漁
業
税
に
関
係
す
る
資
料
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
、
こ
の

地
域
に
残
る
江
戸
時
代
末
期
の
絵
図
か
ら
石
干
見
の
存
在
を
確
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
次
節
で
考
察
す
る
県
東
部
、
大

分
県
と
の
県
境
近
く
を
流
れ
る
山
国
川
の
河
口
部
に
あ
っ
た
、
砂
州
島
小
祝
と
高
浜
を
め
ぐ
る
小
倉
藩
と
中
津
藩
と
の
境
界
争
い
に
関
連
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し
て
作
製
さ
れ
た
絵
図
で
あ
る
。

（
２
）
江
戸
時
代
末
期
の
絵
図
に
み
る
石
干
見

山
国
川
河
口
域
は
、
江
戸
時
代
に
は
高
瀬
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
沖
合
に
あ
っ
た
小
祝
島
の
三
角
州
で
分
流
す
る
河
川
の
う
ち
中

津
城
側
は
表
川
、
中
津
川
、
小
犬
丸
村
が
面
す
る
側
は
裏
川
、
小
犬
丸
川
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
慶
長
末
年
頃
（
一
六
一
〇
年
代
）、
仲
津

郡
今
井
村
の
漁
業
者
が
移
り
住
ん
で
漁
業
を
営
ん
だ
の
が
小
祝
に
お
け
る
漁
業
集
落
の
成
立
と
い
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
中
期
ま
で
は

今
井
村
に
ち
な
ん
で
小
今
井
村
と
呼
ば
れ
た
。
小
祝
は
、
も
と
も
と
は
陸
続
き
で
あ
っ
た
が
、
一
六
六
九
（
寛
文
九
）
年
の
大
洪
水
に
よ

っ
て
河
川
の
流
路
が
変
わ
っ
た
結
果
、
砂
州
島
と
な
っ
た
。
小
祝
の
西
側
に
は
高
浜
と
い
う
洲
が
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
小
倉
藩
領
と

中
津
藩
領
と
が
混
在
し
て
お
り
、
両
藩
の
間
に
し
ば
し
ば
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
と
と
も
に
替
地
が
な
さ
れ
た
。
領
地
替
え
の
経
緯
に
つ
い

て
は
、
豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ａ
）
に
詳
し
い
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
は
、
小
倉
藩
領
の
小
祝
村
お
よ
び
高
浜
と

中
津
藩
領
の
直
江
村
、
土
屋
垣
村
、
別
府
村
の
一
部
と
の
所
領
の
交
換
が
完
了
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
祝
村
、
高
浜
が
中
津
藩
領
に
編
入

さ
れ
た
。
な
お
、
現
在
で
は
小
祝
は
大
分
県
中
津
市
、
高
浜
は
福
岡
県
築
上
郡
吉
富
町
に
属
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
末
期
の
小
倉
藩
領
と
中
津
藩
領
と
の
境
界
争
い
に
関
係
し
て
作
製
さ
れ
た
小
祝
周
辺
と
山
国
川
河
口
部
、
沖
合
の
砂
州
を
示

す
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
吉
富
町
教
育
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
五
葉
を
確
認
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
、
吉
富
町
小
犬
丸
に
あ

こ
ひ
ょ
う

る
八
幡
古
表
神
社
が
所
蔵
す
る
「
小
祝
ノ
絵
図
面
」
二
葉
（
吉
富
町
教
育
委
員
会
編
二
〇
〇
一
）、
豊
前
市
の
辛
島
家
が
所
蔵
す
る
「
幕

末
期
替
地
前
の
小
倉
・
中
津
領
の
藩
領
界
」
と
「
幕
末
期
の
小
倉
・
中
津
両
藩
の
領
界
の
村
々
」（
半
田
解
説
・
校
訂
、
豊
津
町
史
編
纂

委
員
会
企
画
一
九
九
二
）、
さ
ら
に
大
分
県
日
田
市
に
あ
る
廣
瀬
資
料
館
所
蔵
の
絵
図
一
葉
（
半
田
校
訂
・
解
説
、
中
津
藩
政
史
料
刊
行

会
企
画
一
九
八
七
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
八
幡
古
表
神
社
所
蔵
の
二
葉
の
絵
図
に
は
高
浜
の
沖
側
に
東
西
に
六
基
の
石
干
見
が
描
か
れ
て
い
る
。
藩
領
を
色
分
け
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写
真
1
「
小
祝
ノ
絵
図
面
」
そ
の
1（
八
幡
古
表
神
社

所
蔵
。
写
真
提
供
：
吉
富
町
教
育
委
員
会
）

小
倉
藩
領
と
中
津
藩
領
を
色
分
け
し
た
絵
図
。
高
浜
の

沖
側
に
東
西
に
6
基
の
石
干
見
が
描
か
れ
て
い
る
。
6
基

と
も
小
倉
領
を
意
味
す
る
赤
に
よ
っ
て
彩
色
さ
れ
て
い

る
。
東
側
の
2
基
を
ま
と
め
て
「
小
祝
浦
石
干
見
」、
続

く
3
基
に
そ
れ
ぞ
れ
「
小
祝
浦
干
見
」
と
い
う
記
載
が

あ
る
。
も
っ
と
も
西
側
に
位
置
す
る
も
の
に
は
記
載
は
な

い
。

写
真
2
「
小
祝
ノ
絵
図
面
」
そ
の
2（
八
幡
古
表
神
社
所
蔵
。
写
真
提
供
：
吉
富
町
教
育

委
員
会
）

高
浜
の
沖
側
に
石
干
見
が
破
線
で
6
基
描
か
れ
て
い
る
。
西
側
か
ら
順
に
「
直
江
干
見
」

「
小
祝
干
見
」「
同
」「
小
祝
干
見
」「
同
」「
同
」
と
あ
る
。
も
っ
と
も
西
側
の
1
基
は
佐
井

川
河
口
部
右
岸
に
位
置
し
た
直
江
村
の
村
民
が
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
一



城
井
川

城
井
川

湊湊

鬼
塚
鬼
塚

上
り
松
川

上
り
松
川

城
井
川

城
井
川

高
塚
高
塚

宇
留
津

宇
留
津

写
真
3
1962

年
に
撮
影
さ
れ
た
現
在
の
築
上
町
上
空
の
空
中
写
真

（
国
土
地
理
院
M
K
U
629-C

6-10）
城
井
川
河
口
部
か
ら
南
に
続
く
干
潟
に
10
基
以
上
の
石
干
見
（
石
干

見
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
を
含
む
）
が
認
め
ら
れ
る
。
干
拓
堤
防
が

干
潟
の
沖
側
に
す
で
に
完
成
し
て
お
り
、
小
さ
な
陸
繋
島
で
あ
っ
た
鬼
塚

が
、
堤
防
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

写
真
4
1962

年
に
撮
影
さ
れ
た
現
在
の
築
上
町
上
空
の
空
中
写
真

（
国
土
地
理
院
M
K
U
629-C

5-9）
城
井
川
河
口
北
部
の
高
塚
、
宇
留
津
地
区
の
干
潟
に
石
干
見
と
そ
の
痕

跡
と
思
わ
れ
る
9～
10
基
の
構
築
物
が
あ
る
。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
二



し
て
示
し
た
絵
図
（
写
真
１
）
に
は
六
基
と
も
小
倉
領
を
意
味
す
る
赤
に
よ
っ
て
彩
色
さ
れ
、
さ
ら
に
東
側
の
二
基
を
ま
と
め
て
「
小
祝

浦
石
干
見
」、
続
く
三
基
に
そ
れ
ぞ
れ
「
小
祝
浦
干
見
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
も
っ
と
も
西
側
に
位
置
す
る
も
の
に
は
記
載
は
な
い
。

本
図
は
、
豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ａ
）
に
よ
れ
ば
「
高
浜
論
所
絵
図
」
と
命
名
さ
れ
て
お
り
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
〜

一
八
一
八
年
）
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
も
う
一
葉
の
絵
図
（
写
真
２
）
に
も
同
様
に
、
高
浜
の
沖
側
に
石
干
見
が
破
線
で

六
基
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
西
側
か
ら
順
に
「
直
江
干
見
」「
小
祝
干
見
」「
同
」「
小
祝
干
見
」「
同
」「
同
」
と
記
載
が
あ
る
。

も
っ
と
も
西
側
の
一
基
は
山
国
川
の
西
を
流
れ
る
佐
井
川
河
口
部
右
岸
に
位
置
し
た
直
江
村
の
村
民
が
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

辛
島
家
が
所
蔵
す
る
「
幕
末
期
替
地
前
の
小
倉
・
中
津
領
の
藩
領
界
」
絵
図
は
、
前
掲
の
八
幡
古
表
神
社
蔵
の
後
者
の
絵
図
と
構
図
的

に
は
同
じ
で
あ
る
。
吉
富
町
教
育
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
辛
島
家
の
こ
の
絵
図
と
八
幡
古
表
神
社
の
絵
図
と
は
、
小
倉
藩
側
と
中
津
藩
側
に

そ
れ
ぞ
れ
一
葉
ず
つ
残
さ
れ
た
も
の
に
合
致
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
辛
島
家
所
蔵
の
こ
の
図
に
も
高
浜
の
沖
側
に
六
基
の
石
干
見

が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
西
側
か
ら
「
直
江
干
見
」「
小
祝
干
見
」「
同
」「
同
」「
同
」「
小
祝
干
見
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
な
お
、

本
図
の
一
部
は
、
築
上
郡
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
五
六
）
の
口
絵
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
絵
図
に
は
「
中

津
、
小
倉
両
藩
慶
応
三
年
一
部
の
替
地
々
図
」
と
の
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
七
年
の
替
地
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

辛
島
家
が
所
蔵
す
る
も
う
一
方
の
絵
図
「
幕
末
期
の
小
倉
・
中
津
両
藩
の
領
界
の
村
々
」
に
は
、
高
浜
の
沖
側
に
石
干
見
ら
し
き
も
の
は

描
か
れ
て
い
な
い
。

廣
瀬
資
料
館
所
蔵
の
「
幕
末
期
替
地
前
の
中
津
・
小
倉
領
の
藩
領
界
」
に
関
す
る
絵
図
は
、
一
八
六
七
年
の
替
地
直
前
の
も
の
と
さ
れ

て
お
り
、
高
浜
沖
に
五
基
の
石
干
見
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
西
側
に
位
置
す
る
石
干
見
に
は
「
小
祝
浦
石
干
見
」
と
あ
り
、
こ
れ

に
続
く
東
側
の
四
基
に
は
い
ず
れ
も
「
同
右
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

以
上
の
江
戸
時
代
末
期
に
描
か
れ
た
絵
図
に
対
す
る
考
察
か
ら
、
当
時
す
で
に
干
見
と
と
も
に
石
干
見
と
い
う
用
語
も
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
絵
図
は
、
筆
者
が
現
在
ま
で
に
確
認
で
き
た
福
岡
県
の
石
干
見
に
関
係
す
る
史
料
の
な
か
で

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
三



松 原松 原

有 安有 安

四郎丸四郎丸

も
っ
と
も
古
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
明
治
期
の
石
干
見
資
料

筆
者
は
、
福
岡
県
に
お
い
て
石
干
見
が
登
場
す
る
も
っ
と
も
古
い
資
料
は
明
治
期
の
漁
業
税
規
則
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
こ
の
規
則

は
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
施
行
さ
れ
た
。
掲
げ
ら
れ
て
い
る
地
区
（
村
）
ご
と
の
各
種
漁
業
に
対
す
る
税
目
表
の
な
か
に
、
石
干

見
の
税
額
も
記
さ
れ
て
い
る
（
福
岡
県
庁
庶
務
課
別
室
史
料
編
纂
所
編
一
九
四
九
、
三
井
田
二
〇
〇
六
）。

本
規
則
第
一
条
の
条
文
は
、「
漁
業
税
ハ
八
等
ニ
分
チ
各
村
各
種
ノ
税
額
ヲ
定
メ
之
レ
ヲ
課
ス
其
目
左
ノ
如
シ

但
網
漁
ハ
網
数
ニ
長

縄
漁
ハ
縄
数
ニ
羽
瀬
石
干
見
漁
ハ

箇
所
ニ
拠
リ
課
税
ス
」
と
な
っ
て

お
り
、
石
干
見
へ
の
課
税
額
は
敷

設
場
所
の
漁
獲
成
績
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
税
額

表
に
よ
る
と
、
仲
津
郡
の
二
地
区

い
な
ど
う

（
稲
童
、
松
原
の
二
大
字
。
以
下
、

（

）
内
の
地
名
は
大
字
を
示

す
）、
築
城
郡
の
七
地
区
（
湊
、

高
塚
、
東
八
田
、
西
八
田
、
宇
留

し
ょ
う
え

津
、
松
江
、
有
安
）、
上
毛
郡
の

四
地
区
（
八
屋
、
沓
川
、
四
郎

図 3 周防灘沿岸の集落（大字）
主要な集落（大字）名を掲げた。ベースマップ

は現在の行政界を示したものである。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
四



丸
、
三
毛
門
）
の
計
一
三
地
区
（
図
３
）
に
石
干
見
が
あ
っ
た
。
税
額
は
条
文
の
通
り
八
等
級
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
年
額
一
円
の
六
等

と
さ
れ
た
三
毛
門
の
石
干
見
を
除
く
と
、
他
地
域
の
石
干
見
は
、
い
ず
れ
も
最
下
級
の
八
等
に
あ
た
る
年
額
二
〇
銭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

地
区
内
の
漁
業
種
類
が
石
干
見
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
四
地
区
（
松
原
、
高
塚
、
東
八
田
、
西
八
田
）
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か

っ
た
⑹
。

三
毛
門
を
除
く
一
二
地
区
で
は
、
石
干
見
に
よ
る
漁
業
生
産
額
が
わ
ず
か
で
あ
り
、
石
干
見
は
商
業
的
漁
業
の
範
疇
に
組
み
込
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
干
見
以
外
の
漁
業
種
類
の
記
載
が
な
い
四
地
区
に
は
、
専
業
の
漁
家
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
石

干
見
は
農
家
、
あ
る
い
は
農
業
と
漁
業
を
併
営
す
る
い
わ
ば
半
農
半
漁
の
家
が
所
有
し
、
毎
日
の
「
お
か
ず
と
り
」
の
場
と
し
て
こ
れ
を

利
用
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

小
川
（
一
九
八
四
）
は
、
一
九
六
二
年
に
椎
田
町
の
石
干
見
を
調
査
し
た
際
、
椎
田
町
湊
に
在
住
の
鬼
頭
栄
太
郎
と
い
う
人
物
（
当
時

八
二
歳
）
が
所
有
す
る
、
明
治
期
の
石
洲
の
売
買
に
関
す
る
以
下
の
受
領
証
を
確
認
し
て
い
る
。

受
領
之
証

一
、

金
八
拾
五
円
也

右
前
記
之
金
額

石
洲
壱
ヶ
所
売

買
代
金
ト
シ
テ
受

取
申
候
也

明
治
三
拾
四
年
七
月
廿
八
日

西
角
田
村
字
上
リ
松

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
五



中
尾
タ
ヨ

畑
中
惣
吉

椎
田
町
湊

増
右
衛
門
殿

小
川
は
、
石
洲
が
石
干
見
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
、
こ
こ
で
い
う
八
五
円
が
米
二
〇
俵
に
相
当
す
る
価
格
で
あ
る
と
推
察
し
て
い

る
。
石
干
見
は
売
買
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。

築
上
郡
角
田
村
松
江
に
組
織
さ
れ
て
い
た
松
江
浦
漁
業
組
合
の
組
合
規
則
（
一
九
〇
二
・
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
組
合
が
有
す
る
漁
業

権
に
は
水
面
専
用
漁
業
権
、
定
置
漁
業
権
、
区
画
漁
業
権
、
入
会
漁
業
権
の
四
つ
の
漁
業
権
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
定
置
漁
業
権
に
は
、

桝
網
類
漁
業
、
張
網
類
漁
業
、

簗
漁
業
が
含
ま
れ
た
。

簗
漁
業
を
さ
ら
に
細
分
す
る
と
石
干
見
（

）
と
石
筌
が
あ
っ
た
。「

簗

類
石
干
見
」
の
漁
業
免
許
に
は
、
漁
獲
物
の
種
類
と
し
て
イ
ナ
（
ボ
ラ
の
若
魚
、
以
下
、
魚
名
の
（

）
内
は
筆
者
注
）、
セ
イ
ゴ
（
ス

ズ
キ
の
若
魚
）、
イ
カ
、
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）、
カ
ニ
、
ヒ
ラ
、
カ
レ
イ
が
掲
げ
ら
れ
、
漁
期
は
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
「
昼

夜
兼
行
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
慣
行
事
実
と
し
て
、「
其
年
紀
ヲ
詳
ス
ル
ニ
能
ハ
ズ
ト
雖
モ
既
往
ニ
遡
テ
推
考
セ
バ
已
ニ
旧
藩
時
代
ヨ

リ
設
置
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
確
実
ナ
リ
」
と
の
記
載
が
あ
る
（
豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
九
一
）。
石
干
見
が
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
六



第
四
章

大
正
期
お
よ
び
昭
和
前
期
に
お
け
る
石
干
見
漁

大
正
期
（
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
）
に
お
け
る
石
干
見
の
状
況
が
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
と
し
て
、
福
岡
県
水
産
試
験
場
が
一
九
一
七

（
大
正
六
）
年
に
刊
行
し
た
『
福
岡
県
漁
村
調
査
報
告
漁
業
基
本
調
査
第
一
報
』（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
。
以
下
で
書
名
を

取
り
上
げ
る
際
に
は
、『
福
岡
県
漁
村
調
査
報
告
』
と
略
記
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
二
月
の
現
地

調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
基
本
的
に
は
漁
業
組
合
⑺
を
構
成
し
た
大
字
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
報
告
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
漁

村
」
は
、
大
字
だ
け
で
は
な
く
、
漁
業
を
生
業
の
一
部
と
す
る
集
落
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
「
漁
村
」
を

表
す
用
語
と
し
て
、
漁
業
集
落
あ
る
い
は
単
に
集
落
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。

漁
業
集
落
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
報
告
書
は
、
集
落
の
総
論
的
な
説
明
に
続
い
て
、
漁
船
数
、
産
額
（
漁
業
生
産
高
）、
漁
業
者

の
副
業
の
種
類
、
漁
業
者
家
族
の
業
務
、
漁
業
組
合
、
魚
市
場
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
加
え
て
網
具
、
釣
具
、
雑
漁
具
、
養
殖
業
な
ど

の
員
数
（
漁
家
数
、
一
部
の
漁
具
は
漁
具
数
）、
漁
期
、
漁
場
、
漁
獲
物
、
漁
獲
高
を
記
載
す
る
。

石
干
見
は
、
豊
前
海
に
面
す
る
京
都
郡
仲
津
村
稲
童
（
現
在
は
行
橋
市
域
）、
築
上
郡
八
津
田
村
、
椎
田
町
、
西
角
田
村
（
現
在
は
い

ず
れ
も
築
上
郡
築
上
町
域
）、
築
上
郡
角
田
村
松
江
、
同
郡
三
毛
門
村
（
現
在
は
い
ず
れ
も
豊
前
市
域
）、
築
上
郡
東
吉
富
村
（
現
在
は
築

上
郡
吉
富
町
域
）
の
各
集
落
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
書
か
ら
わ
か
る
。
石
干
見
の
合
計
数
は
八
九
基
に
の
ぼ
っ
た
。
ち
な
み
に
前

掲
の
日
本
定
置
漁
業
研
究
会
編
（
一
九
三
九
）
に
は
、
福
岡
県
の
石
干
見
の
数
が
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
六
二
基
と
あ
る
。

大
正
期
に
お
け
る
福
岡
県
の
石
干
見
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
『
福
岡
県
漁
村
調
査
報
告
』
に
依
拠
し
て
若
干
の
報
告
を
し
て
い
る

（
田
和
二
〇
一
二
・
二
〇
一
九
）。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
石
干
見
の
名
称
お
よ
び
当
時
の
石
干
見
の
数
に
注
目
し
た
程
度
で
あ
り
、
地

域
文
化
誌
的
な
記
述
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
報
告
書
の
記
述
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
見
出
す
こ

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
七



と
が
で
き
た
資
料
を
加
え
て
、
各
漁
業
集
落
の
石
干
見
漁
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
１
）
京
都
郡
仲
津
村
稲
童
の
石
干
見

行
橋
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
二
〇
〇
六
）
は
、
石
干
見
漁
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
干
潟
に
大
小
の
石
を
積
み

上
げ
て
半
円
の
築
堤
（
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
五
〇
〜
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
を
つ
く
り
、
こ
の
築
堤
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
網
を
張
り
、

干
潮
時
に
海
水
が
出
て
網
の
付
近
に
逃
げ
遅
れ
て
寄
集
ま
っ
た
魚
を
た
も
網
な
ど
で
獲
る
。
漁
期
は
周
年
（
盛
期
は
四
月
か
ら
一
一
月
ま

で
）
で
、
漁
獲
物
は
ボ
ラ
、
ス
ズ
キ
、
ク
ロ
ダ
イ
、
イ
カ
な
ど
で
あ
る
。
石
干
見
は
、
稲
童
の
石
並
や
松
原
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ

が
、
い
つ
の
時
代
を
意
識
し
た
説
明
文
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
漁
具
の
規
模
は
前
述
し
た
三
毛
門
の
石
干
見
と
比
べ
る
と
、
小
型

で
あ
る
。

稲
童
は
、
大
正
期
に
は
仲
津
村
に
含
ま
れ
る
大
字
で
あ
っ
た
。
小
河
川
の
河
口
に
船
溜
ま
り
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
船
溜
ま
り
は
決
し

て
良
港
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、
北
は
長
峡
川
、
今
川
、
祓
川
の
河
口
沖
合
に
あ
る
簑
島
（
現
在
は
行
橋
市
域
）
か
ら
南
は
八
屋
（
現
在

は
豊
前
市
域
）
ま
で
の
間
に
存
在
し
た
集
落
の
港
の
な
か
で
は
、
小
・
中
型
漁
船
の
発
着
に
便
利
な
漁
港
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
地
が
小

倉
藩
領
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
村
民
は
農
業
の
傍
ら
、
石
干
見
を
営
む
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
八
屋
や
簑
島
の
漁
業
者
、

岡
山
県
か
ら
の
漁
業
者
が
移
住
し
て
き
て
居
つ
い
た
。
一
九
一
五
年
当
時
、
戸
数
は
三
六
戸
を
数
え
た
。
う
ち
一
八
戸
は
移
住
者
の
家

で
、
い
ず
れ
も
専
業
漁
家
で
あ
っ
た
。
主
た
る
漁
業
種
類
は
桝
網
、
打
瀬
網
、
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
延
縄
、
ア
ナ
ゴ
延
縄
、
た
こ
つ
ぼ
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
漁
業
者
家
族
の
業
務
と
し
て
農
業
、
漁
具
製
作
、
農
業
手
伝
い
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
漁
家
は
農
地
を

所
有
す
る
か
、
借
地
し
て
農
業
に
も
従
事
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
移
住
者
の
家
を
除
く
一
八
戸
は
す
べ
て
農
業
を
主
と
し
て
い

た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

石
干
見
は
一
七
基
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
者
の
副
業
の
種
類
と
し
て
「
十
八
戸
ハ
漁
業
専
業

十
八
戸
ハ
農
業
九
分

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
八



漁
業
一
分
」
と
あ
る
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。
こ
の
記
録
か
ら
、
石
干
見
は
、
旧
藩
領
の
時
代
か
ら
居
住
し
て
い
た
農
家

が
継
承
し
、
所
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
石
干
見
漁
で
は
、
一
般
に
農
業
者
が
農
作
業
の
合
間
に
、
よ
い
潮
時
を
み
て
作
業
を

い
っ
た
ん
休
止
し
、
漁
に
勤
し
む
。
農
作
業
に
支
障
の
な
い
夕
刻
か
ら
夜
間
、
早
朝
に
か
け
て
の
時
間
帯
に
生
じ
た
干
潮
時
間
を
選
択
し

て
漁
に
出
か
け
た
り
も
す
る
。
石
干
見
漁
は
こ
の
よ
う
に
日
周
期
的
な
リ
ズ
ム
の
な
か
で
の
「
農
間
漁
業
」
と
い
う
性
格
が
強
い
（
田
和

二
〇
一
九
）。
稲
童
の
専
業
漁
家
が
網
漁
と
釣
漁
を
主
体
と
し
た
漁
船
漁
業
⑻
に
従
事
し
て
い
た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
漁
家
が
、
漁
業
活
動
時
間
が
干
潮
時
に
限
定
さ
れ
る
石
干
見
を
、
潮
時
に
応
じ
て
毎
日
の
よ
う
に
利
用
し

た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
農
家
数
と
石
干
見
の
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
農
家
が
そ
れ
ぞ
れ
一
基
を
個
人
所
有
す
る

形
態
で
あ
っ
た
と
も
察
せ
ら
れ
る
。
石
干
見
は
周
年
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
イ
ナ
、
ボ
ラ
、
ア
ミ
（
小
エ
ビ
）
が
漁
獲
さ
れ

た
。
石
干
見
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
漁
業
組
合
に
漁
業
料
を
納
め
た
。

福
岡
県
水
産
課
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
も
県
下
の
漁
業
集
落
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
の
報
告
が
『
福
岡
県
漁
村
調
査
』（
一

九
二
九：

筆
者
未
見
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
行
橋
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
二
〇
〇
六
）
は
、
こ
の
調
査
を
参
考
に
し
て
、
現
在
の

市
域
に
含
ま
れ
る
四
つ
の
漁
業
集
落
、
す
な
わ
ち
簑
島
浦
、
沓
尾
浦
、
稲
童
浦
、
長
井
浦
の
昭
和
初
期
の
漁
業
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
石
干
見
が
当
時
存
在
し
て
い
た
の
は
稲
童
浦
の
み
で
一
〇
基
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。
石
干
見
の
平
均
漁
獲
金

額
は
年
間
一
五
〇
円
、
し
た
が
っ
て
総
額
は
一
五
〇
〇
円
と
な
っ
た
。

石
干
見
は
、
ウ
ナ
ギ
を
獲
る
た
め
に
河
口
部
に
設
け
ら
れ
る
石
倉
と
と
も
に
、
干
潟
漁
業
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
干

潟
漁
業
は
、
稲
童
浦
の
「
浜
」
部
に
居
住
す
る
漁
業
専
業
者
で
は
な
く
、「
岡
」
部
に
住
む
農
家
に
よ
っ
て
兼
業
と
し
て
営
ま
れ
た
と
い

う
。
石
干
見
は
こ
こ
で
も
農
家
に
よ
る
日
周
期
的
な
「
農
間
漁
業
」
の
装
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

一
九



（
２
）
築
上
郡
八
津
田
村
の
石
干
見

八
津
田
は
、
か
つ
て
は
宇
呂
津
や
宇
留
津
と
も
称
す
る
漁
業
が
盛
ん
な
集
落
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
は
石
干
見
が

一
五
基
あ
っ
た
（
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇
五
ａ
）。
し
か
し
大
正
期
に
は
漁
業
集
落
と
し
て
の
面
影
は
な
く
、
漁
家
三
六
戸
の

い
ず
れ
も
が
「
半
漁
半
農
」
形
態
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
桝
網
お
よ
び
ボ
ラ
旋
網
⑼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
漁
家
の
生
計
は
農
家
に
は

及
ば
な
か
っ
た
も
の
の
、
比
較
的
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
一
五
年
当
時
、
石
干
見
は
一
〇
基
あ
り
、
周
年
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ

て
い
た
。
漁
獲
対
象
は
、
イ
ナ
、
ボ
ラ
、
コ
チ
、
イ
カ
類
、
セ
イ
ゴ
、
チ
ヌ
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
な
ど
で
あ
っ
た
。
使
用
に
あ
た
っ
て

は
、
漁
業
組
合
に
漁
業
料
を
納
め
て
い
た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。
石
干
見
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
は
特
に
記
載
は
な
い

が
、
内
陸
側
に
位
置
す
る
大
字
東
八
田
・
西
八
田
の
農
漁
家
が
所
有
し
て
い
た
石
干
見
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
石
干
見
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
は
一
一
基
あ
っ
た
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
る
（
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇

五
ａ
）。

（
３
）
築
上
郡
椎
田
町
の
石
干
見

椎
田
は
、
戸
数
六
三
戸
か
ら
な
る
「
半
漁
半
農
」
の
集
落
で
あ
っ
た
。
主
た
る
漁
業
種
類
は
ボ
ラ
旋
刺
網
、
桝
網
、
石
干
見
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
石
干
見
は
三
三
基
あ
り
、
数
と
し
て
は
、
周
防
灘
沿
岸
の
漁
業
集
落
の
な
か
で
は
最
多
で
あ
っ
た
。
石
干
見
で
は
イ
ナ
、

チ
ヌ
、
ボ
ラ
、
ス
ズ
キ
、
サ
ヨ
リ
、
イ
カ
類
な
ど
が
漁
獲
さ
れ
た
。
周
防
灘
沿
岸
全
体
で
の
石
干
見
に
よ
る
漁
獲
高
は
、
一
九
一
五
年
に

は
三
二
二
〇
円
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
椎
田
は
そ
の
う
ち
の
一
六
五
〇
円
を
漁
獲
し
た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
申
請
さ
れ
た
以
下
の
よ
う
な
石
干
見
の
漁
業
権
免
許
願
（
漁
場
図
を
含
む
）
が
、
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会

編
（
二
〇
〇
五
ｂ
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

二
〇



漁
業
免
許
願

一

漁
業
ノ
位
置
及
区
域

別
紙
漁
場
図
ノ
通

一

漁
業
ノ
種
類
及
名
称

簗
類

石
干
見

一

漁
獲
ノ
種
類

ぼ
ら

い
な

せ
い
ご

い
あ

ち
ぬ

か
に

す
ゞ
き

ひ
ら

か
れ
い

ゑ
い

小
い
わ
し

あ
み

一

漁
業
時
期

毎
年

自
一
月
一
日

至
十
二
月
三
十
一
日

一

漁
業
権
存
続
期
間

満
二
十
箇
年

前
記
ノ
通
定
置
漁
業
ノ
免
許
相
受
度
別
紙
漁
場
図
二
通
及
関
係
書
類
相
添
此
段
相
願
候
也

福
岡
県
築
上
郡
椎
田
町
大
字
湊
九
四
番
地

大
溝
松
太
郎

㊞

大
正
三
年
二
月
一
日

福
岡
県
知
事

谷
口
留
五
郎
殿

福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
部
に
お
け
る
石
干
見
の
記
録

二
一



漁
場
図
に
は
「
定
置
漁
業
簗
漁
業
石
干
見
図
」
と
と
も
に
、
漁
場
位
置
と
し
て
「
築
上
郡
椎
田
町
大
字
湊
鬼
塚
西
角
」
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。

椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
（
二
〇
〇
五
ａ
）
は
近
現
代
の
慣
行
漁
法
を
説
明
す
る
な
か
で
、
石
干
見
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
ふ
れ
て

ひ
び

い
る
。
ま
ず
小
見
出
し
と
し
て
「
石
干
見
（
石

）」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
石
干
見
は
当
地
方
独
特
の
原
始

的
漁
法
で
、
海
岸
近
く
の
浅
瀬
に
広
さ
は
お
よ
そ
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
高
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
石
積
み
の
囲
い
を
つ
く
り
潮
の
干

満
を
利
用
し
干
潮
の
と
き
石
積
み
の
囲
い
の
な
か
に
残
っ
た
魚
を
獲
っ
て
い
た
。
豊
前
海
の
豊
富
な
魚
が
大
量
に
獲
れ
、
多
い
と
き
は
馬

車
で
運
び
市
場
に
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
も
宇
留
津
海
岸
に
一
一
基
の
石
干
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
『
八
津

田
村
史
』（
筆
者
未
見
）
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
の
漁
業
関
係
者
と
思
わ
れ
る
二
名
（
池
田
正
敏
、
森
寛
太
郎
の
二
氏
）

か
ら
の
聞
き
取
り
と
し
て
、
高
塚
海
岸
に
六
、
七
基
、
有
安
海
岸
に
三
基
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

石
干
見
で
の
漁
獲
物
は
、
ク
ロ
ダ
イ
、
チ
ヌ
、
エ
イ
（
ア
カ
エ
イ
）、
サ
ヨ
リ
、
ダ
イ
ガ
ン
ジ
（
ダ
ツ
）、
ボ
ラ
、
イ
ナ
、
ベ
カ
ゴ
（
ジ

ン
ド
ウ
イ
カ
）、
ハ
モ
、
モ
ン
ゴ
ウ
イ
カ
、
ア
ミ
、
コ
ベ
シ
（
カ
ワ
ハ
ギ
？
）、
ソ
ソ
ラ
（
ト
ウ
ゴ
ロ
ウ
イ
ワ
シ
）、
ヒ
サ
（
イ
シ
ダ
イ
）、

そ
の
他
の
雑
魚
で
あ
っ
た
（
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇
五
ｂ
）。

石
干
見
の
権
利
は
、
漁
業
組
合
の
漁
業
権
と
は
異
な
り
、
県
に
一
年
ご
と
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
。
こ
の
権
利
は
家
ご
と
に

継
承
さ
れ
た
。
石
干
見
の
所
有
者
を
干
見
主
と
呼
ん
だ
。
干
見
主
は
、
湊
に
二
〇
軒
、
東
高
塚
に
七
、
八
軒
、
東
八
田
と
宇
留
津
に
各
々

二
軒
あ
っ
た
と
い
う
。
干
見
主
が
自
ら
の
石
干
見
に
お
い
て
大
き
な
魚
を
漁
獲
し
た
の
ち
に
は
、
近
所
の
子
供
が
こ
こ
に
入
っ
て
残
っ
た

小
魚
を
獲
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
漁
獲
が
多
い
時
に
は
魚
を
近
所
に
配
っ
た
。
陸
に
近
い
方
に
敷
設
さ
れ
た
石
干
見
を
岡
干
見
、
沖
の
方
の

石
干
見
を
沖
干
見
と
呼
ん
だ
。
岡
干
見
と
沖
干
見
を
一
基
ず
つ
所
有
し
て
い
た
家
が
多
か
っ
た
と
い
う
（
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
二

〇
〇
五
ｂ
）。
こ
う
し
た
状
況
は
い
つ
の
時
代
の
こ
と
な
の
か
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
干
見
主
と
い
う
呼
称
や
岡
干
見
と
沖
干
見
と
い

う
敷
設
場
所
に
よ
る
分
類
は
、
こ
の
地
域
の
石
干
見
の
所
有
形
態
に
関
わ
る
重
要
な
記
述
内
容
で
あ
る
。
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岡
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（
４
）
築
上
郡
西
角
田
村
の
石
干
見

西
角
田
村
で
は
漁
業
者
は
大
字
有
安
に
居
住
し
て
い
た
。
有
安
は
、
以
前
は
隣
村
の
松
江
浦
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
分
か
れ
、
一

浦
と
な
っ
た
。
一
九
一
五
年
当
時
の
漁
戸
の
数
は
一
四
あ
り
、
い
ず
れ
も
が
半
農
半
漁
形
態
で
あ
っ
た
。
石
干
見
は
六
基
存
在
し
た
（
福

岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

（
５
）
築
上
郡
角
田
村
の
石
干
見

角
田
村
で
は
松
江
に
石
干
見
が
存
在
し
た
。
松
江
は
築
上
郡
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
漁
村
で
、
慶
応
年
間
（
一
八
六
五
〜
六
八
年
）
に

は
播
州
（
播
磨
国
）
か
ら
豊
前
国
の
長
洲
浦
（
現
在
の
大
分
県
宇
佐
市
長
洲
）
を
経
て
導
入
さ
れ
た
岡
建
桝
網
、
さ
ら
に
明
治
中
期
に
は

京
都
郡
苅
田
浦
か
ら
導
入
さ
れ
た
沖
建
桝
網
が
隆
盛
を
き
わ
め
た
。
大
正
初
期
に
は
桝
網
の
ほ
か
、
手
繰
網
、
吾
智
網
、
延
縄
が
主
流
で

あ
っ
た
。
雑
漁
具
の
な
か
に
石
干
見
が
五
基
含
ま
れ
て
い
た
。
一
九
一
五
年
の
漁
戸
数
は
四
二
で
あ
る
。
各
戸
は
半
農
半
漁
的
な
生
業
形

態
を
と
っ
て
い
た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ｂ
）
は
、
大
正
期
の
松
江
に
お
け
る
沿
岸
定
置
網
漁
業
の
概
況
を
「
松
江
浦
漁
業
組
合
」
の
資

料
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
五
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
同
組
合
の
総
会
で
、
桝
網
七

件
、
沖
建
網
三
件
、
建
干
網
一
件
、
石
干
見
五
件
の
漁
業
権
の
更
新
を
県
に
申
請
（
存
続
期
間
一
〇
年
）
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
て
い

る
。
松
江
で
は
、
石
干
見
漁
が
少
な
く
と
も
漁
業
免
許
の
上
で
は
昭
和
初
期
ま
で
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

（
６
）
築
上
郡
三
毛
門
村
の
石
干
見

三
毛
門
村
の
な
か
で
漁
業
を
営
む
者
が
い
た
の
は
大
字
沓
川
の
一
集
落
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年
当
時
の
漁
戸
数
は
一
九
と
な
っ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
農
業
を
主
と
し
て
お
り
、
漁
業
は
、
建
干
網
や
徒
歩
曳
網
、
石
干
見
な
ど
干
潟
漁
業
が
わ
ず
か
に
お
こ
な
わ
れ
る

福
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の
み
で
、「
微
々
ト
シ
テ
振
ハ
ズ
」
の
状
態
で
あ
っ
た
。
石
干
見
は
一
三
基
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
各
漁
戸
は
漁
船
を
有
し

て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、「
其
ノ
業
態
寧
ロ
之
ヲ
漁
業
者
ト
呼
ブ
ノ
至
当
ナ
リ
ヤ
ヲ
疑
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
」
の
状
況
で
あ

っ
た
。
定
置
漁
業
の
一
種
で
あ
る
桝
網
が
隆
盛
を
き
わ
め
た
三
〇
年
ほ
ど
前
、
す
な
わ
ち
明
治
二
〇
年
代
の
面
影
は
す
で
に
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
各
戸
は
水
田
を
平
均
で
七
、
八
反
所
有
し
て
お
り
、
豊
か
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
生
活
に
困
窮
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

『
福
岡
県
漁
村
調
査
報
告
』
を
作
成
す
る
た
め
の
現
地
調
査
は
、
一
九
一
五
年
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

第
二
章
で
取
り
上
げ
た
三
毛
門
の
石
干
見
に
関
す
る
調
査
は
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
毛

門
で
は
一
九
一
五
年
以
降
、
各
戸
は
農
業
を
主
と
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
一
〇
数
年
間
に
わ
た
っ
て
「
お
か
ず
と
り
」
と
し
て
の
石
干

見
を
維
持
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
７
）
築
上
郡
東
吉
富
村
の
石
干
見

東
吉
富
村
は
山
国
川
の
左
岸
に
位
置
し
た
。
川
を
隔
て
た
右
岸
側
は
大
分
県
で
あ
る
。
一
八
三
七
（
天
保
八
）
年
に
他
地
域
の
漁
業
者

が
山
国
川
沿
い
の
喜
連
島
に
移
住
し
て
き
た
の
が
漁
村
と
し
て
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
。
喜
連
島
の
漁
業
者
は
天
保
期
以
降
増
加
し
、
一

九
一
五
年
現
在
で
戸
数
は
一
一
〇
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
六
〇
戸
が
専
業
の
漁
家
で
あ
っ
た
。
烏
賊
芝
手
繰
網
漁
の
ほ
か
各

種
の
手
繰
網
漁
、
た
こ
つ
ぼ
漁
、
貝
桁
網
漁
な
ど
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
以
外
の
雑
漁
具
の
な
か
に
石
干
見
が
五
基
あ
っ

た
。
漁
業
組
合
は
、
石
干
見
の
経
営
に
対
し
て
漁
業
料
を
徴
収
し
た
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。
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第
五
章

石
干
見
の
消
滅
│
松
江
と
椎
田
の
事
例
か
ら

昭
和
期
以
降
の
石
干
見
漁
に
関
す
る
記
述
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
き
わ
め
て
少
な
い
。
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
統
計
と
し
て
一
九
四
八
年

の
築
上
郡
に
お
け
る
漁
業
権
の
所
有
状
況
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
定
置
漁
業
権
が
一
六
九
件
あ
り
、
そ
の
う

ち
の
一
二
七
件
（
ま
す
網：

一
一
〇
件
、

簗：

一
七
件
）
を
漁
業
会
⑽
が
所
有
し
、
残
り
四
二
件
（
い
ず
れ
も

簗
）
を
個
人
が
所
有

し
て
い
る
（
小
林
編
一
九
四
九
）。
個
人
所
有
の
漁
業
権
は
石
干
見
の
漁
業
権
と
考
え
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
二
年
に
豊
前
海
の
石
干
見
を
採
訪
し
た
小
川
（
一
九
八
四
）
の
記
述
は
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に

若
干
の
補
足
を
し
な
が
ら
以
下
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

三
毛
門
の
沓
川
の
地
先
海
浜
に
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
角
ば
っ
た
半
円
形
の
石
干
見
が
三
基
、
壊
れ
て
い
る
も
の
が
二

基
、
国
鉄
日
豊
本
線
の
豊
前
松
江
駅
前
に
も
一
基
み
ら
れ
た
。
海
岸
は
小
さ
い
丸
石
の
多
い
砂
場
で
あ
っ
た
。
石
干
見
の
ネ
ギ
リ
（
基
礎

部
分
の
こ
と：

筆
者
注
）
の
石
に
は
丸
石
が
使
わ
れ
て
い
た
。
石
積
み
は
海
岸
に
あ
る
石
ば
か
り
を
使
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
足
り
な
い

石
は
他
所
よ
り
も
っ
て
き
た
。
石
干
見
の
排
水
溝
は
ジ
ョ
モ
ト
と
い
い
、
一
基
に
一
個
な
い
し
は
二
個
設
け
ら
れ
て
い
た
。
石
干
見
は
台

風
の
時
は
壊
れ
る
し
、
風
に
よ
っ
て
お
こ
る
波
で
も
壊
れ
る
。
冬
の
北
西
風
は
波
浪
を
打
ち
か
け
た
。
シ
オ
（
海
水
）
が
澄
ん
で
い
る
と

魚
の
入
り
は
悪
い
。
波
浪
が
出
て
い
る
方
が
魚
の
入
り
は
よ
か
っ
た
。
従
来
は
農
業
者
が
石
干
見
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
農
業
者

も
漁
協
の
準
組
合
員
を
構
成
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
は
一
基
が
二
〇
〇
円
く
ら
い
で
売
買
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
の
漁
業
制
度
改

う
の
し
ま

革
後
も
、
石
干
見
は
漁
具
と
考
え
ら
れ
、
個
人
所
有
の
よ
う
な
形
態
が
継
続
さ
れ
た
。
宇
島
漁
業
協
同
組
合
で
は
七
基
あ
っ
た
石
干
見
の

石
を
三
万
五
千
〜
四
万
円
で
買
い
取
り
、
そ
れ
を
壊
し
て
そ
こ
を
ノ
リ
の
養
殖
場
に
し
た
。
宇
島
に
は
も
と
も
と
石
干
見
が
一
二
、
一
三

基
あ
っ
た
。
八
屋
に
も
一
、
二
基
あ
っ
た
と
い
う
（
小
川
一
九
八
四
）。
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岡
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小
川
は
、
同
じ
一
九
六
二
年
に
築
上
郡
椎
田
町
の
石
干
見
を
採
訪
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
短
い
文
章
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
石
干
見
が
鬼
塚
の
近
く
と
高
塚
に
そ
れ
ぞ
れ
一
基
ず
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
高
塚
の
も
の
は
池
田
姓
の
農
家
が
所
有
し
て
お
り
、
鬼
塚

お
ば
ら

近
く
の
も
の
は
小
原
ヒ
ビ
と
い
わ
れ
、
大
字
小
原
の
農
家
の
人
が
所
有
し
て
い
た
（
小
川
一
九
八
四
）。

椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
（
二
〇
〇
五
ａ
）
に
よ
る
と
、
石
干
見
は
昭
和
四
〇
年
こ
ろ
ま
で
わ
ず
か
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
毎

年
の
台
風
で
壊
れ
、
そ
の
後
放
置
さ
れ
る
ま
ま
と
な
っ
た
。
引
き
継
ぐ
者
も
な
く
な
り
、
石
干
見
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
と
い
う
。
こ

の
「
昭
和
四
〇
年
こ
ろ
」、
す
な
わ
ち
一
九
六
五
年
前
後
に
は
、
石
干
見
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
状
況
を
知
る
た
め

に
、
国
土
地
理
院
が
提
供
す
る
空
中
写
真
の
判
読
を
試
み
た
。

一
九
六
二
年
に
椎
田
を
含
む
現
在
の
築
上
町
を
撮
影
し
た
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院M

K
U
629-C

6-10：

写
真
３
）
を
み
る
と
、

城
井
川
河
口
部
か
ら
南
に
続
く
干
潟
に
一
〇
基
以
上
の
石
干
見
、
お
よ
び
か
つ
て
石
干
見
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

石
積
み
の
袖
の
長
さ
は
最
長
で
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
。
ま
た
、
隣
り
合
う
石
干
見
の
袖
を
共
有
す
る
よ
う
な
形
で
構
築
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
っ
た
。

城
井
川
河
口
と
上
り
松
川
河
口
に
挟
ま
れ
た
大
字
湊
の
前
に
広
が
る
干
潟
は
、
干
拓
予
定
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
干
拓
は
椎
田
干
拓
と
呼

ば
れ
、
一
九
五
四
年
に
着
工
さ
れ
た
（
松
本
一
九
七
六
）。
空
中
写
真
で
は
干
拓
堤
防
が
干
潟
の
沖
側
で
す
で
に
完
成
し
て
い
る
。
小
さ

な
陸
繋
島
で
あ
っ
た
鬼
塚
が
、
干
拓
堤
防
の
内
側
に
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
前
述
し
た
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年

の
「
漁
業
免
許
願
」
に
あ
る
石
干
見
の
漁
場
位
置
「
椎
田
町
大
字
湊
鬼
塚
西
角
」
は
こ
の
あ
た
り
の
石
干
見
を
指
す
こ
と
に
間
違
い
な

い
。
さ
ら
に
、
干
拓
堤
防
の
沖
側
に
も
石
積
み
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
沿
岸
に
近
い
部
分
と
沖
側
と
の
配
置

が
、
岡
干
見
と
沖
干
見
の
区
別
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
沖
合
に
は
小
型
定
置
網
の
一
種
で
あ
る
桝
網
が
整
然
と
敷
設
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
空
中
写
真
か
ら
判
読
で
き
た
⑾
。

干
拓
工
事
は
、
そ
の
後
一
〇
年
を
経
て
一
九
六
五
年
に
潮
止
工
事
が
開
始
さ
れ
、
一
九
六
八
年
に
は
幹
線
道
路
、
用
水
路
、
用
水
池
が
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岡
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完
成
し
た
。
全
工
事
は
一
九
七
一
年
に
完
成
を
み
た
（
椎
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇
五
ａ
）。
こ
の
干
潟
の
干
拓
に
よ
っ
て
石
干
見

の
多
く
が
消
滅
し
た
。

一
九
六
二
年
に
撮
影
さ
れ
た
現
在
の
築
上
町
の
う
ち
城
井
川
河
口
か
ら
北
部
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院M

K
U
629-C

5-9：

写
真

４
）
に
は
、
高
塚
、
宇
留
津
集
落
の
前
浜
に
九
、
一
〇
基
の
石
干
見
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

一
九
七
四
年
の
築
上
郡
築
上
町
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院C
K
U
748-C

3-8,
C
K
U
748-C

3-9

）
を
み
る
と
、
椎
田
の
沿
岸
部
に
は

ノ
リ
養
殖
用
の

が
整
然
と
並
ん
で
お
り
、
こ
こ
が
ノ
リ
養
殖
地
帯
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
石
干
見

は
、
す
で
に
利
用
価
値
を
著
し
く
低
下
さ
せ
た
。
ノ
リ
養
殖
場
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
石
干
見
の
石
積
み
は
む
し
ろ
妨
げ
と
な
る
た

め
、
崩
さ
れ
た
り
、
運
び
出
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
空
中
写
真
に
は
、
城
井
川
河
口
部
の
北
側
で
陸
地
と
沖
の
ノ
リ

と
の
間
に

二
基
の
石
干
見
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
に
は
行
橋
市
の
簑
島
地
区
と
椎
田
町
の
湊
地
区
を
中
心
に
年
間
三
〇

〇
〇
万
枚
を
超
え
る
ノ
リ
の
生
産
が
あ
っ
た
と
い
う
（
松
本
一
九
七
六
ｂ
）。

一
九
七
四
年
の
豊
前
市
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院C

K
U
74-8-C

7-12

）
に
は
松
江
漁
港
の
東
側
、
豊
前
松
江
駅
正
面
の
湾
入
部
に

二
基
の
石
干
見
の
痕
跡
が
あ
る
。
そ
の
沖
側
に
は
ノ
リ

が
整
然
と
敷
設
さ
れ
て
い
る
。
豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ｂ
）

は
、
豊
前
松
江
駅
裏
、
八
屋
神
事
場
裏
、
沓
川
の
岩
岳
川
川
尻
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
石
干
見
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
〇
年
代

に
ノ
リ
養
殖
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
全
部
取
り
除
か
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
松
本
（
一
九
七
六
ａ
）
に
よ
る
と
、
豊
前
市
と
吉
富
町

は
豊
前
海
区
（
北
九
州
市
門
司
区
田
野
浦
〜
吉
富
町
）
の
な
か
で
最
大
の
水
揚
高
を
誇
っ
た
。
当
時
の
基
幹
漁
業
は
ノ
リ
養
殖
で
あ
り
、

こ
れ
が
水
揚
高
の
六
割
近
く
を
占
め
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
八
一
年
の
豊
前
市
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院C

K
U

812-C
23-50

）
に
も
同
じ
石
干
見
跡
を
確
認
で
き
る
。

小
川
（
一
九
八
四
）
が
聞
き
取
り
で
得
た
、
宇
島
に
あ
っ
た
一
二
、
一
三
基
お
よ
び
八
屋
に
あ
っ
た
一
、
二
基
の
石
干
見
に
つ
い
て

は
、
一
九
四
八
年
の
空
中
写
真
（
米
軍：

U
S
A
230

）、
一
九
六
二
年
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院M

K
U
629-C

8-14,
M
K
U
629-C

8-
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15,
M
K
U
629-C

8-16

）
か
ら
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
三
毛
門
に
は
一
九
六
二
年
の
空
中
写
真
（
国
土
地
理
院M

K
U
629-C

8-18

）

か
ら
複
数
基
の
石
干
見
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

お

わ

り

に

小
論
は
、
福
岡
県
周
防
灘
沿
岸
に
お
け
る
石
干
見
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
過
去
の
史
・
資
料
類
に
依
拠
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
末
期
か

ら
昭
和
四
〇
年
代
頃
ま
で
の
状
況
を
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
幕
末
期
の
小
倉
・
中
津
両
藩
の
領
地
交
換
に
関
わ
る
絵
図
か

ら
、
石
干
見
が
こ
の
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
と
石
干
見
と
い
う
文
字
の
使
用
を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
石

干
見
の
記
録
と
し
て
も
っ
と
も
古
い
と
考
え
て
き
た
一
八
八
〇
年
の
福
岡
県
漁
業
税
規
則
よ
り
一
〇
数
年
早
い
こ
と
に
な
る
。
豊
前
市
史

編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ａ
）
に
あ
る
よ
う
に
、
八
幡
古
表
神
社
所
蔵
の
「
高
浜
論
所
絵
図
」
を
文
化
年
間
の
作
製
と
す
る
な
ら
ば
、

一
八
八
〇
年
よ
り
さ
ら
に
六
〇
〜
七
〇
年
遡
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
時
代
考
証
が
で
き
た
こ
と
を
小
論
の
成
果
の
ひ
と
つ
と
し

た
い
。
他
方
に
お
い
て
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
さ
ら
な
る
史
・
資
料
の
発
掘
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。

石
干
見
が
消
滅
す
る
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
状
況
を
空
中
写
真
か
ら
判
読
で
き
た
こ
と
も
、
小
論
の
成
果
と
考
え

て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
現
地
に
て
空
中
写
真
を
示
し
な
が
ら
、
石
干
見
漁
を
経
験
し
た
人
び
と
や
こ
の
漁
を
記
憶
し
て
い
る
人
び

と
か
ら
、
た
と
え
ば
各
石
干
見
の
名
称
や
所
有
関
係
、
利
用
形
態
に
関
係
す
る
諸
事
項
を
聞
き
取
る
作
業
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

椎
田
町
に
は
、
石
干
見
の
所
有
者
を
意
味
す
る
干
見
主
と
い
う
呼
称
が
存
在
し
て
い
た
。
干
見
主
は
基
本
的
に
は
日
々
の
「
お
か
ず
と

り
」
と
し
て
石
干
見
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
通
常
は
岡
干
見
、
沖
干
見
の
二
基
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
干
潟
の
高
低
差
と
潮
汐
の
月

周
期
的
な
変
化
を
勘
案
し
て
の
敷
設
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
潮
が
よ
く
引
く
大
潮
時
期
で
あ
る
な

ら
ば
、
干
潮
時
に
は
岡
干
見
は
干
出
す
る
。
沖
干
見
も
干
出
す
る
か
、
魚
取
り
が
た
や
す
い
く
ら
い
ま
で
海
水
は
引
い
た
で
あ
ろ
う
。
反
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対
に
小
潮
時
期
の
干
潮
時
に
は
、
沖
干
見
で
は
海
水
が
引
き
き
ら
な
い
こ
と
か
ら
利
用
は
困
難
で
、
岡
干
見
の
利
用
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た

で
あ
ろ
う
。
各
人
が
、
岡
干
見
と
沖
干
見
を
と
も
に
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
月
間
の
石
干
見
の
利
用
を
効
率
よ
く
す
る
た
め
の
工
夫
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
漁
獲
物
が
多
か
っ
た
場
合
に
は
近
所
に
配
っ
た
点
か
ら
も
、
利
用
の
目
的
が
漁
獲
物
の
販
売
と
い
う
よ
り
も

日
々
の
「
お
か
ず
と
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

石
干
見
の
漁
業
権
は
、
漁
業
組
合
へ
の
漁
業
権
申
請
と
は
異
な
り
、
直
接
、
県
へ
申
請
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
大
正
期

の
角
田
村
松
江
で
は
組
合
総
会
の
席
上
で
県
へ
更
新
手
続
き
を
申
請
（
存
続
期
間
一
〇
年
）
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
椎

田
町
で
は
石
干
見
の
権
利
は
県
に
一
年
ご
と
に
申
請
し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
同
町
大
字
湊
に
あ
っ
た
石
干
見
に
関
す
る

一
九
一
四
年
の
「
漁
業
権
免
許
願
」
で
は
漁
業
権
存
続
期
間
が
二
〇
年
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
大
分
県
宇
佐
市

に
あ
っ
た
石
干
見
に
対
し
て
県
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
定
置
漁
業
免
許
状
」
に
つ
い
て
も
免
許
期
間
は
二
〇
年
、
明
治
期
に
長
崎
県
南
高
来

郡
に
あ
っ
た
石
干
見
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
漁
業
権
の
「
貸
渡
年
限
」
は
五
年
間
で
あ
っ
た
（
田
和
二
〇
一
九
）。
免
許
申
請
方
法
と
そ

の
免
許
期
間
に
つ
い
て
の
考
察
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。

石
干
見
は
漁
業
者
以
外
の
者
、
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
が
農
業
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
大
正
・
昭
和
期
の
仲
津

村
稲
童
に
お
け
る
石
干
見
の
所
有
者
が
農
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
材
料
と
な
る
。
ま
た
、
石
干
見
の
利
用
は
、
所
有

者
が
利
用
し
た
後
に
は
、
近
所
に
住
む
他
人
が
自
由
に
利
用
で
き
た
。
こ
の
事
例
は
、
長
崎
県
諫
早
市
や
沖
縄
県
宮
古
島
市
、
台
湾
澎
湖

本
島
五
徳
地
区
な
ど
各
地
で
見
ら
れ
た
利
用
の
し
き
た
り
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
農
民
・
漁
民
的
な
石
干
見
利
用
が

な
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
今
後
の
現
地
調
査
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
石
干
見
に
関
す
る
数
々
の
課
題
を
提
示
し
て
小
論
を
終
え

る
。
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岡
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﹇
付
記
﹈

小
論
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
に
大
分
県
宇
佐
市
長
洲
に
て
開
催
さ
れ
た
「
世
界
石
干
見
サ
ミ
ッ
トin

長
洲
」
へ

の
参
加
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
宇
佐
の
文
化
財
を
守
る
会
の
小
倉
正
五
様
よ
り
福
岡
県
吉
富
町
に
あ
る
八
幡
古
表
神
社
が
所
蔵
す
る
幕
末
の
絵
図
に
関

す
る
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
二
〇
年
一
月
に
は
吉
富
町
教
育
委
員
会
に
連
絡
を
取
り
、
複
数
の
絵
図
に
関
し
て
の
新
た
な
情
報
を
得

た
。
で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
現
地
調
査
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
調
査
を
控
え
た
ま
ま
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
十
分
な
検
証
も
で
き
ず
、
忸
怩
た
る
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
に
も
、
吉
富
町
教
育
委
員
会
の
永
田

裕
久
様
に
は
同
委
員
会
が
撮
影
し
た
絵
図
の
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
ご
提
供
い
た
だ
き
、
同
委
員
会
か
ら
は
小
論
へ
の
掲
載
の
ご
許
可
も
頂
戴
し
た
。
皆
様

に
は
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
関
係
す
る
複
数
の
学
会
は
い
ず
れ
も
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
り
、
従
来
と
は
異
な
る
研
究
発
表
の

形
式
に
自
身
が
対
応
で
き
ず
、
小
論
の
骨
子
を
報
告
す
る
機
会
を
逸
し
た
。
し
か
し
、
同
僚
の
山
口
覚
教
授
が
主
催
す
る
私
的
な
研
究
会
（
オ
ン
ラ
イ

ン
形
式
）
に
お
い
て
二
〇
二
〇
年
七
月
に
小
論
に
つ
い
て
報
告
す
る
機
会
を
得
た
。
数
々
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
も
い
た
だ
け
た
。
山
口
教
授
お
よ
び
参
加

く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
も
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注⑴

た
と
え
ば
、S

tew
art

（1977

）
に
よ
る
カ
ナ
ダ
北
西
海
岸
に
お
け
る
先
住
民
の
漁
撈
活
動
を
扱
っ
た
人
類
学
的
研
究
で
は
、
石
干
見
（ston

e

fish
trap

）
を
撮
影
し
た
空
中
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
。
沖
縄
県
公
文
書
館
が
保
管
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
軍
が
撮
影
し
た
宮
古
島
狩
俣
地
区
の
空

中
写
真
（
一
九
四
六
年
二
月
二
二
日
撮
影
、
撮
影
番
号：

16549

、
フ
ィ
ル
ム
番
号：

004

・003

・002

）
の
中
に
は
沿
岸
部
に
連
続
す
る
石
干

見
（
魚
垣
、
地
方
名
で
は
カ
キ
ス
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
渡
山
（
二
〇
〇
〇
）
は
宮
古
島
の
礁
池
（
地
方
名
で
は
イ
ノ
ー
）
の
民
俗

に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
空
軍
が
空
中
写
真
を
用
い
て
作
製
し
た
と
考
え
ら
れ
る
宮
古
島
地
図
（
一
九
四
五
年
四
月

作
成
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
狩
俣
の
魚
垣
の
位
置
と
規
模
を
、
地
図
を
下
敷
に
し
て
な
ぞ
り
、
そ
れ
に
方
言
呼
称
と
垣
の
手
の
長
さ
を
記
し
て
い

る
。
西
村
（
一
九
七
九
）
は
、「
航
空
写
真
に
拠
る
狩
俣
の
石
干
見
分
布
図
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ア
メ
リ
カ
軍
の
撮
影
し
た
空
中
写
真

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

定
置
型
の
漁
具
（fish

trap

）
を
研
究
対
象
と
す
る
水
中
考
古
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
空
中
写
真
（aerial

view

）
は
す
で
に
一
九
九
〇
年

代
か
ら
必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
（
た
と
え
ばD

ortch
1997

;
G
ilm
an
1998

;
B
an
n
erm
an
&
Jon
es
1999

な
ど
）。
近
年
で
は
ド
ロ

ー
ン
を
使
用
し
た
空
撮
画
像
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
岩
淵
二
〇
一
七
）。
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⑵

淋
（
寂
）
し
い
に
つ
い
て
、「
さ
み
し
い
」
と
「
さ
び
し
い
」
と
い
う
発
音
が
併
存
す
る
こ
と
、
ま
た
煙
を
「
け
む
り
」
と
読
む
ほ
か
、
そ
の
古

語
と
し
て
「
け
ぶ
り
」
が
あ
る
こ
と
、
蛇
（
へ
び
）
を
地
方
に
よ
っ
て
は
「
へ
み
」
と
呼
ぶ
こ
と
（
小
学
館
『
大
辞
泉
』
編
集
部
編
、
二
〇
一
二

ａ
・
二
〇
一
二
ｂ
）
な
ど
、
ま
行
と
ば
行
に
み
ら
れ
る
音
の
ゆ
ら
ぎ
の
例
は
い
く
つ
も
あ
る
。
築
上
郡
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
五
六
）
に
よ
る

と
、
福
岡
県
の
こ
の
地
方
の
方
言
に
は
、
音
韻
上
よ
り
み
て
、
は
・
ば
行
音
と
ま
行
音
と
の
転
位
が
あ
る
。
い
く
つ
か
例
示
す
る
と
、
す
べ
る

（
辷
る
）
が
ず
め
る
、
す
く
ま
る
（
竦
る
）
が
す
く
ば
る
、
も
ち
（
餅
）
が
ぼ
ち
、
に
な
る
。

⑶

気
象
庁
に
よ
る
二
〇
二
一
年
の
潮
汐
・
海
面
水
位
の
デ
ー
タ
と
潮
位
表
を
参
照
し
た
。
正
確
な
表
示
地
点
は
、
福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
港
町
（
北

緯
三
三
度
四
八
分
、
東
経
一
三
一
度
〇
分
）
で
あ
る
。h

ttps
://w
w
w
.data.jm

a.go.jp/gm
d/kaiyou

/db/tide/su
isan
/

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二

一
年
二
月
一
三
日
）。

⑷

緒
言
に
は
雑
漁
具
四
種
と
あ
る
。
本
文
を
み
る
と
、
石
干
見
、
さ
さ
干
見
、
建
干
網
、
い
な
網
の
四
種
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
目
次
に
あ
る

な
ま
こ
桁
網
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
二
七
）。

⑸

目
次
に
は
石
干
見
に
対
し
て
「
い
し
ひ
み
」
と
い
う
ル
ビ
が
う
た
れ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
さ
干
見
に
つ
い
て
も
目
次
で
は
干
見
に
「
ひ
み
」
と
ル

ビ
が
あ
る
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
二
七
）。

⑹

前
著
（
田
和
二
〇
一
九
）
で
は
、
漁
業
種
類
が
石
干
見
だ
け
に
限
ら
れ
る
地
区
を
三
地
区
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
四
地
区
が
正
し

い
。
こ
の
場
を
借
り
て
訂
正
し
て
お
く
。

⑺

漁
業
組
合
は
、
明
治
期
に
漁
業
制
度
が
整
備
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
一
組
合
に
含
ま
れ
る
地
区
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年

の
市
町
村
制
施
行
以
降
で
は
、
従
前
の
村
名
や
町
名
を
残
し
た
大
字
の
単
位
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
組
合
が
一
大
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と

は
限
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
漁
業
集
落
を
「
村
」
あ
る
い
は
「
浦
」
と
い
う
別
名
称
で
と
ら
え
る
こ
と
も
併
存
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
い
え

ば
、
筆
者
が
小
論
に
お
い
て
便
宜
的
に
用
い
た
「
地
区
」
の
表
記
基
準
は
き
わ
め
て
煩
雑
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
井
田
（
二
〇
〇
六
）
に
依
拠
し

な
が
ら
、
福
岡
県
に
お
け
る
明
治
期
の
漁
業
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

福
岡
県
下
で
は
す
で
に
明
治
一
〇
年
代
の
半
ば
に
漁
業
組
合
設
立
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
漁
業
組
合
が
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で
組
織
化
さ
れ
、

機
能
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
組
合
設
立
は
現
業
者
の
自
主
的
運
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
。
県
と
し
て
初
め
て
漁
業

組
織
制
度
に
関
す
る
規
則
を
公
布
し
た
の
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
一
二
月
の
沿
海
漁
業
組
合
設
置
準
則
で
あ
っ
た
。
藩
政
期
の
慣
行
に

基
づ
く
漁
業
秩
序
が
次
第
に
機
能
し
な
く
な
り
、
新
た
な
漁
業
秩
序
を
確
立
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
漁
業
組
合
の
設
立
が

ま
ず
急
務
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
国
が
漁
業
組
合
準
則
を
制
定
す
る
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
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沿
海
漁
業
組
合
設
置
準
則
の
第
一
条
の
組
合
設
置
の
目
的
に
続
い
て
、
第
二
条
で
は
、
県
内
の
海
域
別
の
連
合
区
域
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
第
一
連
合
区
筑
前
国
沿
海
、
第
二
連
合
区
豊
前
国
沿
海
、
第
三
連
合
区
筑
後
国
沿
海
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
第
二
連
合
区
豊
前
国
沿

海
に
は
、
企
救
・
京
都
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛
の
五
郡
が
含
ま
れ
た
。

県
は
、
国
の
漁
業
組
合
準
則
公
布
後
半
年
で
沿
海
漁
業
組
合
設
置
準
則
を
廃
止
し
、
新
た
に
漁
業
組
合
準
則
を
制
定
し
た
。
連
合
海
区
に
つ
い

て
は
旧
態
を
踏
襲
し
た
。
第
二
連
合
区
豊
前
国
沿
海
に
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
現
在
で
、
豊
前
沿
海
漁
業
組
合
連
合
会
と
い
う
組
織
が

存
続
し
て
い
た
。
こ
の
連
合
会
は
二
組
に
分
か
れ
、
第
一
組
に
北
部
側
の
一
一
組
合
（
田
野
浦
、
柄
杓
田
、
今
津
、
恒
見
、
曽
根
新
田
、
苅
田
、

浜
町
、
蓑
島
、
沓
尾
、
長
井
、
稲
童
）、
第
二
組
に
南
部
側
の
八
組
合
（
八
津
田
、
椎
田
、
西
角
田
、
松
江
、
八
屋
、
宇
島
、
三
毛
門
、
東
吉
富
）

が
配
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
は
同
連
合
会
は
解
消
さ
れ
、
海
域
利
用
に
お
い
て
隣
接
す
る
大
分
県
の
関
係
漁
村
と
連
合
し

た
豊
海
漁
業
組
合
が
新
設
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
旧
漁
業
法
が
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
成
立
し
、
翌
一
九
〇
二
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
漁
業
法
に
基
づ
き
、
同

年
五
月
、
漁
業
組
合
規
則
が
農
商
務
省
令
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
豊
海
漁
業
組
合
は
旧
漁
業
法
が
施
行
さ
れ
る
以
前
に
解

散
し
て
い
る
。
旧
漁
業
法
に
基
づ
く
福
岡
県
下
の
漁
業
組
合
は
一
九
〇
三
年
七
月
ま
で
に
ほ
ぼ
設
立
認
可
さ
れ
た
。
豊
前
海
区
に
は
二
〇
の
組
合

が
設
立
し
て
い
る
。
市
郡
別
の
組
合
数
を
示
す
と
、
門
司
市
内：

一
組
合
、
企
救
郡
内：

五
組
合
、
京
都
郡
内：

六
組
合
、
築
上
郡
内：

八
組
合

と
な
る
。
各
漁
業
組
合
の
区
域
は
、
単
一
の
大
字
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
大
字
、
ま
た
、
複
数
の
集
落
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。

⑻

稲
童
に
は
二
六
隻
の
漁
船
が
あ
っ
た
。
内
訳
は
、
肩
巾
七
尺
以
上
の
打
瀬
網
用
の
漁
船
が
七
隻
、
肩
巾
七
尺
以
下
の
漁
船
が
一
九
隻
（
う
ち
網
漁

業
用
一
五
隻
、
釣
網
兼
用
四
隻
）
で
あ
る
（
福
岡
県
水
産
試
験
場
編
一
九
一
七
）。

⑼

福
岡
県
水
産
試
験
場
編
（
一
九
一
七
）
は
、
八
津
田
村
の
地
域
概
要
を
記
し
た
文
中
で
は
ボ
ラ
旋
網
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
漁
具
名
の
一

覧
表
に
は
、
ボ
ラ
旋
網
で
は
な
く
、
ボ
ラ
旋
刺
網
と
あ
る
。

⑽

第
二
次
世
界
大
戦
下
の
一
九
四
三
年
に
公
布
さ
れ
た
水
産
団
体
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
漁
業
組
合
は
漁
業
会
と
な
っ
た
。
戦
後
の
一
九
四
八

年
一
二
月
に
水
産
業
協
同
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
旧
来
の
漁
業
会
は
新
生
の
漁
業
協
同
組
合
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
扱
っ
た
統
計
は
こ
の
過
渡
期
の

も
の
で
あ
る
。

⑾

豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
九
一
ｂ
）
に
よ
る
と
、
一
九
六
四
年
に
は
椎
田
に
桝
網
漁
業
経
営
体
が
二
三
あ
っ
た
。
桝
網
の
漁
期
は
四
月
か

ら
一
二
月
ま
で
で
、
漁
獲
対
象
は
エ
ビ
類
、
ス
ズ
キ
、
ボ
ラ
、
カ
レ
イ
、
イ
カ
類
な
ど
で
あ
っ
た
。
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